
第 5回 認知症の医療ど生活の質を高める

緊急プロジェク ト

一 議 事 次 第 一

日 時 : 平成 22年 9月 17日 (金 )13:00～ 14:30

場 所 : 航空会館 2階 201会議室

議 題 :1 本プロジェク トの再開について

2 本 プロジェク トによ り策定 された当面の対

策 (平成 20年 7月 報告書 )の実施状況につ

いて

3 その他



「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェク ト」開催要綱

1.目 的

平成 20年 7月 にとりまとめられた「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェ

ク ト」報告書において、当面の対策として求められた「早期診断の推進 と適切な医療の

提供、適切なケアの普及及び本人 口家族支援、若年性認知症対策」にかかるフォローア

ップ :検証等を行 う。

2.名称

本会合は、「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジエク ト」と称する。

3.主な検討事項

(1) 本プロジェク トにより策定された当面の対策 (平成 20年 7月 報告書)の フォロー

アップ ロ検証

(2) その他

4.構成員

医政局長、社会・援護局長、障害保健福祉部長及び老健局長並びに専門的な助言を得

るための有識者により構成する。

(有識者 )

・朝田 隆 (筑波大学教授 )

・岩坪 威 (東京大学教授 )

・遠藤 英俊 (国立長寿医療研究センター内科総合診療部長 )

・中島 健― (日 本社会事業大学教授 )

・永田 久美子 (認知症介護研究・研修東京センター研究部副部長 )

5.運営

本 プロジェク トの庶務は、関係課の協力を得て老健局高齢者支援課認知症・虐待防止

対策推進室が行 う。

6.施行日

本要綱は、平成 20年 5月 1日 から施行する。

(改正)平 成 22年 9月 17日か ら施行する。
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第5回 認矢□症の医療と生活の質を高める

緊急プロジェク トの再開について

1 プロジェク トの再開について

○ 今後の認知症施策を更に効果的に推進するため、標記プロジェク トを設

置し、平成20年 7月 に報告書が取りまとめられた。

○ 報告書においては、①実態の把握、②研究・開発の促進、③早期診断の

推進と適切な医療の提供、④適切なケアの普及及び本人 。家族支援、⑤若

年性認知症対策を積極的に推進することとされた。

○ 更に、報告書においては、これらの対策の実施状況についてフォローア

ップ・検証を行うこととされている。このため、報告書の提言のうち、当

面の対策として求められた上記③～⑤の対策について、本プロジェク トを

再開し、フォローアップ・検証を行うこととする。

2 主な検討事項

|こ

(2)その他

3 スケジュール

○ 本年 9月 から2～ 3回程度
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4 構成員 (現プロジェク トメンバー)

○ 有識者

0朝田 隆 (筑波大学教授 )

・ 岩坪 威 (東京大学教授 )

・ 遠藤 英俊 (国立長寿医療研究センター内科総合診療部長 )

。 中島 健― (日 本社会事業大学教 l受 )

0永田久美子 (認矢□症介護研究・研修東京センター研究部副部長 )

○ 厚生労働省

老健局長、社会 0援護局長、障害保健福祉部長、医政局長
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認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト
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本プロジェクトにおいて策定された施策の概要

(平成20年 7月 報告書 )



平成20年7月緊急プロジェクトの報告書概要
:今後の認知症対策は、早期の確定診断を出発点とした適切な対応を促進することを基本方針とし、具体的な対策とし
:て、①実態の把握、②研究開発の促進、③早期診断の推進と適切な医療の提供、④適切なケアの普及及び本人・家
: 静―
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:族支援、⑤若年性認知症対策を積極的に推進する。

実態把握

>正確な認知症患者数や、
認知症に関わる医療・介護
サービス利用等の実態は

不明

研究開発

>幅広い分野にわたり研究

課題を設定しており、重点
化が不足

医療対策

>専門医療を提供する医師
や医療機関が不十分

>BPSDの適切な治療が行

われていない
>重篤な身体疾患の治療が

円滑でない

適切なケアの普及

本人・家族支援

>認知症ケアの質の施設・事業所間

格差
>医療との連携を含めた地域ケア
が不十分

>地域全体で認知症の人や家族を
支えることが必要

>認知症の人やその家族に対する

相談体制が不十分

若年性認知症

>若年性認知症に対する国

民の理解不足
>「 医療」・「福祉」・「就労」
の連携が不十分

>各ステージ(①発症予防対
策、②診断技術向上、③治
療方法開発、④発症後対
応)毎の視点を明確にした
研究開発の促進

>認知症ケア標準化・高度化
>医療との連携を含めた地域ケ
ア体制の強化

>誰もが自らの問題と認識し、
・認知症に関する理解の普及
・認知症の人やその家族に対
する相談支援体制の充実

>若年性認知症に関する
「相談」から「医療」・「福

祉」・「就労」の総合的な

支援

>医学的に診断された認知
症の有病率の早急な調査

>要介護認定で使用されて
いる「認知症高齢者の日常
生活自立度」の見直し

>認知症の有病率に関する

調査の実施

>認知症に関わる医療・介護
サービスに関する実態調
査の実施

>より客観的で科学的な日

常生活自立度の検討

経済産業省、文部科学省と
連携し、特に①診断技術向
上、②治療方法の開発を重
点分野とし、資源を集中
>アルツハイマー病の予防
因子の解明(5年 以内)

>アルツハイマー病の早期
診断技術 (5年以内)

>アルツハイマー病の根
的治療薬実用化

【短期】
>認知症診療ガイ ドライン

の開発・普及支援
>認知症疾患医療センター

の整備・介護との連携担
当者の配置

>認知症医療に係る研修の

充実

【中・長期】
>認知症に係る精神医療等
のあり方の検討

″ ″一アッカ

夕申心

>早期診断の促進
>BPSD急性期の適切な医

療の提供
>身体合併症に対する適切

な対応

【短期】
>認知症ケアの標準化・高度

イヒの推進
>認知症連携担当者を配置す
る地域包括支援センターの

整備
>都道府県・指定都市にコー

ルセンターを設置
>認知症を知り地域をつくる

10か年構想の推進

【中・長期】
>認知症ケアの評価のあり方検討
>認知症サポーター増員
>′Jヽ・中学校における認知症教育の

推進

【短期】
>若年性認知症相談コールセン
ターの設置

>認知症連携担当者によるオー

ダーメイドの支援体制の形成
>若年性認知症就労支援ネット
ワークの構築

>若年性認知症ケアのモデル事
業の実施

>国民に対する広報啓発

【中・長期】
>若年性認知症対応の介護サー
ビスの評価

>就労継続に関する研究

∠



平成21年度予算における認矢□症対策関連予算の概要

平成21年度予算額  3ヮ 901ヮ 628千円 (対前年1,832ヮ 515千円増)
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> 認知症ケア人材育成等事業       344ヮ 741千円
口認知症対応型サービス事業管理者等養成事業
・認知症地域医療支援事業
口高齢者権利擁護等推進事業 282,310千円
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:① 認知症ケア多職種共同研修・研究事業        62,431千 円 :
:  実施主体 :市町村 (150か 所)                       :

⑤ 認知症対策普及・相談・支援事業    698,112千円
実施主体 :都道府県、指定都市

⑤ 若年性認知症対策総合推進事業     154,446千 円
実施主体 :都道府県

> 認知症介護研究・研修センタ…運営事業   446ヮ 520千円

> 認知症ケア高度化推進事業        76り 945千円

>認知症疾患医療センター運営事業等    523,275千
実施主体 :都道府県、指定都市 (150か所)

>認知症対策総合研究経費        349ヮ 300千円
一般公募による研究、研究内容を指定する研究、若手育成を目的とする研究

・地域包括支援センターに認知症連携担当者を配置し、医
療との連携や認知症に関する専門的見地からの援助を行
う。

・認知症の医療や介護の専門家に対する研修
・認知症高齢者に関わる地域の関係者の紹介と交流を目的と

した地域ケアネットワーク研修

・認知症介護の専門家等が対応するコールセンターを設置 し、
認知症の本人や家族に対する電話相談を実施

・若年性認知症専用コールセンターの開設 (全国 1か所 )

・若年性認知症自立支援ネットワークの構築 等

【障害保健福祉部所管】
・地域包括支援センターとの連携機能強化のための担当者の
配置 等

【大臣官房所管】
・認知症の実態把握、アルツハイマー病の予防、治療に関す
る研究 等                      3



(参考) 平成22年度における認矢□症施策関連予算の概要

・ 認知症疾患医療センター等の認知症の専門的な医療機関と連携す

る地域包括支援センターに認知症連携担当者を新たに配置し、地域
における認知症ケア体制及び医療との連携体制の強化を図るための

。た論 症への対応を行う医療、福祉等のマンパワーや拠点等に関す

る情報を整理した「地域資源マップ」の作成等により、地域における連
携体制を構築し、効果的な支援を行う事業。

認知症介護の質の向上を図るための研修、認知症の主治医 (かかりつ

け医)に助言等を行うサポート医の養成、介護施設・事業所等従事者に

対する権利擁護意識の向上を図るための研修や相談事業、認知症の

本人や家族を支える多職種共同の研修、相談、啓発活動の支援等を行
う事業。

【障害保健福祉部所管】
・地域包括支援センターとの連携機能強化のための担当者の配置 等

【大臣官房所管】
・認知症の実態把握、アルツハイマー病の予防、治療に関する研究 等

4

平成22年度予算  3,6399825千円 (対前年261,803千円減)

>認知症地域ケア推進事業       1,308,242千 円

認知症対策連携強化事業             900,000千 円
実施主体 :都道府県・市町村(150か所)1か 所あたり事業費 :6,000千 円

認知症地域支援体制構築等推進事業        408,242千 円

実施主体 :都道府県

>認 知症ケア人材育成等事業       377,246千 円
口認知症対応型サービス事業管理者等養成事業
・認知症地域医療支援事業
・高齢者権利擁護等推進事業

実施主体 :都道府県、指定都市

・認知症ケア多職種共同研修・研究事業

実施主体 :市町村(150か 所)

> 認知症対策普及・相談・支援事業    299,475千 円
実施主体 :都道府県、指定都市

> 若年性認知症対策総合推進事業     189ヮ 655千円
実施主体 :都道府県

> 認知症介護研究・研修センター運営事業   438,745千円

> 認知症ケア高度化推進事業        76,734千 円

> 認知症疾患医療センター運営事業等   584,878千 円
実施主体 :都道府県、指定都市 (150か所)

> 認知症対策総合研究経費        364,850千 円
一般公募による研究、研究内容を指定する研究、若手育成を目的とする研究

認知症の本人や家族に対し、精神面も含めた様々な支援を推進するため

、認知症介護の専門家等が対応するコールセンターを設置することにより、
地域の実情に応じた効果的な支援を行う事業

若年性認知症の方に対する就労継続や日中活動等の支援を可能と

する地域ネットワークの構築やケアモデル事業等による若年性認知症
の方に対する総合的な支援を実施するための事業。

認知症介護の質の向上を図るための研究や研修を行う「認知症介護
研究・研修センター」の運営事業。

認知症ケア実践例及びその効果に関する情報の集積、分析評価、情
報発信を行い、認知症介護の現場における標準化・認知症ケアの高度
化を図る事業。



平成23年度概算要求における認矢□症対策関連予算の概要

0認 知症の方の暮らしを守るための施策の推進   38億 円

① 市民後見人 (弁護士、司法書士等の専P]職以外の第三者による後見
人)の養成を支援するなど、地上或における市民後見活動の仕組みづ<
りの推進を図る。

② 認矢□症コーディネーターによる医療と介護サービス等の連携を強化
するとともに、認矢□症ケアの支援体制を構築するための事業を実施し、
市町村圏域等における認矢□症施策を更に推進する。

③ 認矢□症高齢者の徘徊に対応するために、書察や交通機関等を含め、
市民が幅広<参加する徘徊高齢者の捜索・発見・通報・保護のための

ネットワークづ<り を進める。

※ 「平成23年度老人保健福祉関係予算概算要求の概要」より抜粋
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平成21年度介護報酬‖改定における認矢□症関連の主な改定内容について ①

1認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)

○ 地域の認知症介護の拠点として、グループホームを退居する利用者が自宅や地域での生活を継続できる
ように相談援助する場合を評価するとともに、利用者の重度化や看取りにも対応できるようにする観点から
の評価を行う。また、夜勤職員の手厚い配置に対する評価を行う。

・退居時相談援助加算(新規) → 400単位/回 (1回を限度)

・看取り介護加算(新規)    →  80単位/日 (死亡日以前30日 を上限)

・夜間ケア加算(新規)     →  25単位/日

2認 量日症短期集中リハビリテーション(介護老人保健施設、介護療養型医療施殷、通所りιlビ リ量三シヨン主

○ 軽度者に加えて中等度ヨ重度の者についても効果があるとの調査結果を踏まえて、対象を中等度・重度の

者に拡大するとともに、介護老人保健施設のほか、介護療養型医療施設及び通所リハビリテーションにおけ
る実施について評価を行う。

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算
介護老人保健施設          → 240単位/日 (週 3回まで)

介護療養型医療施設(新規)     → 240単位/日 (週 3回まで)

通所リハビリテーション(新規)     → 240単位/日 (週 2回まで)

3認知症の行動・心理症状への対応(短期入所系サービス、グループホーム)

○ 認知症高齢者等の在宅生活を支援する観点から、家族関係やケアが原因で認知症の行動口心理症状が
出現したことにより在宅での生活が困難になつた者の短期入所系サービス及びグループホームのショート
ステイによる緊急受入れについて評価を行う。

・認知症行動・心理症状緊急対応加算(新規)→ 200単位/日 (入所日から7日 を上限)

(※ )算定要件認知症日常生活自立度がⅢ以上であって、認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であると
医師が判断した者であること。



平成21年度介護報酬‖改定における認矢□症関連の主な改定内容について ②

4若年性認知症対策 (施設系サービス、短期入所系サービス、通F~f墓サてビス、三ルニゴホーム)

○ 若年性認知症患者やその家族に対する支援を促進する観点から、若年性認知症患者を受け入れ、本人や
その家族の希望を踏まえた介護サービスを提供することについて評価を行う。

・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算(新規)→ 宿泊 120単位/日 、 通所 60単位/日

注1 宿泊による受入れとは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等による受入れをいい、通所による受入れとは、通所介護、
通所リハビリテーション等による受入れをいう。

注2通 所介護及び通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算は廃止する。
注3介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについては、240単位/月 。

5専門的な認知症ケアの普及に向けた取組 (施設系サービス、グループホーム )

○ 専門的な認知症ケアを普及する観点から、認知症介護について一定の経験を有し、国や自治体が実施
又は指定する認知症ケアに関する専門研修を修了した者による介護サービスについて評価を行う。

・認知症専門ケア加算(新規)→ (I)3単位/日 、 (Ⅱ )4単位/日

(※ )次の要件を満たす事業所内の認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者につき(1)又は(Ⅱ )を算定
(I)①認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が、入所者日入居者の1/2以上②認知症介護実践リーダー研修修了者を、認知症日常生

活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1名 以上配置し、20人以上の場合は10又はその端数を増すごとに1名 以上を配置③
職員間での認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導会議を定期的に実施

(Ⅱ )①認知症専門ケア加算 Iの要件を満たし、かつ、認知症介護指導者研修修了者を1名 以上配置(認知症日常生活自立度Ⅲ以上
の者が10人未満の場合は実践リーダー研修修了者と指導者研修修了者は同一人で可)②介護・看護職員ごとの研修計画を作成
し、実施

6認知症の確定診断の促進 (介護老人保健施設 )

○ 認知症の確定診断を促進し、より適切なサービスを提供する観点から、認知症の疑いのある介護老人
保健施設入所者を認知症疾患医療センター等に対して紹介することについて評価を行う。

・認知症情報提供加算(新規)→ 350単位/回



認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト

第5回 (H22917)    1  資料3

本プロジェクHこょり策定された当面の対策

(平成20年 7月 報告書)の実施状況について



実施状況1:早期診断の推進と適切な医療の提供



実施状況1:早期診断の推進と適切な医療の提供 (2)
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④認知症に係る精神医
療等のあり方の検討

「今後の精神保健医療

福祉のあり方等に関す
る検討会」の設置

「今後の精神保健医療

福祉のあり方等に関す

る検討会」報告書の作
成

「新たな地域精神保健

医療体制の構築に向け
た検討チーム」の設置

3



実施状況2:適切なケアの普及及び本人・家族支援 (1)

口認知症対策連携強化

事業、認知症ケア多職

種共同研修・研究事業
に要する経費の要求

B認知症連携担当者に

関する研修のあり方に
ついて調査研究

【認知症対策連携強化事
業、認知症ケア多職種共
同研修口研究事業の創
設】

厚生労働省

省内事業仕分け

(概算要求中)

地域支援体制の構築を図

るため、必要な事業につ

いて自治体への裁量を高
めるよう見直しを実施

↓

【市町村認知症ケア総合
推進事業を概算要求】



実施状況2:適切なケアの普及及び本人・家族支援 (2)

1晨1餃 |‐lrl=遷
IJI顆灯‐lr

RI‐褥 Ｆ
ヽ

　ヽ

ヽ
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|||

⑦自治体等における相談
支援体制の強化

口都道府県口指定都市に
コールセンターを設置

・コールセンターの設置等

(認知症普及・相談口支援

事業)に要する経費の要
求
ロコールセンターマニュ

アルを作成

【認知症普及口相談・支援
事業の創設】

:   t概算要求) ′

r  tt LLュ n小   ヽ :

厚生労働省

省内事業仕分け
:実績を踏まえた単価の見
:直し

③認知症地域支援体制
構築等推進事業(H19
年度創設)

【市町村認知症ケア総合
推進事業に組み込み、概
算要求に反映】

■■痣鑽 t・・1111=艤酢艤糠■ふ1鷲燿蘇|:護 |

⑨「認知症を知り地域を
つくる10か年構想」等
の推進

・ 認知症サポーター100
万人キャラバン(H17年
度創設 )

口「認知症でもだいじょうぶ
町づくり」キャンペー
ン (H16年 度創設 )

・ 認知症の人「本人ネッ
トワーク」支援 (H17年
度創設 )

・ 認知症の人や家族の
力を活かしたケアマネ
ジメントの推進 (H16年
度創設) 等

簿ド 1欝‐■・薇 ‐ 警 ■・I‐
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実施状況2:適切なケアの普及及び本人・家族支援 (3)

⑩認知症ケアの評価あり
方を検討

【認知症専門ケア加算、

認知症行動口心理症状緊
急対応加算の創設】

①認知症サポーター増員 平成26年までに認知症
サポーターを約400万
人養成することを目標と
して設定

口認知症サポーター養成
が100万人を突破

※22年 3月 現在で約170万

人

:             Й

⑫小・中学校における認
知症教育の推進 認知症を正しく理解す

るための小学生向け副
教材、中学向け副教材
を作成

・ 文科省と連携し、各自
治体の教育委員会に対
して教育活動に活用さ
れるようを副教材を送付

6



実施状況3:若年性認知症対策



菓則や総



○不櫃甦異彗めの研修、しゅ…5億円~

○ かかりつけ医を支援するサポート医
・かかりつけ医に対する研修

認

知
症

対
策

○ 介護と医療とのコーディネートを行う認知症連携担当者の配置
〔認知症対策連携強化事業〕        ′21予算9億円

○ コールセンターによる相談支援
〔認知症対策普及・本目談・支援事業〕    ′21予算6.5億円

○ 医師や介護従事者の交流促進
〔認知症ケア多職種共同研修・研究事業〕

′
21予算0.1億円

○ 認知症の人と家族を支える地域の人材やサービス拠点について
の情報収集(地域資源マップの作成)・ 普及 ′21予算3.8億円 ―

○ 認知症の方の権利を守ることを目的とした相談窓 口の設置 口研

修の実施 ′21予算1億円 ―

○ 若年性認知症の方に対する支援
〔若年性認知症対策総合推進事業〕    ′21予算1.5億 円

○ 認知症対策等総合支援事業の概要

<分 野>

② 予算の執行状況

<執行率 (H21年度)>

97.0%

17.0%

11.1%

40.8%

83.3%

83.8%

16.4%

2

ベー ス

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後) 2,008,173 1,417,392 2,845,090 2,690,097

執行額 1,228,899 1,176,749 1,286,711

執行率 61.2% 83.0% 45.2%



厚生厚労省省内事業仕分けにおける指摘事項 (認知症対策等総合支援事業)

主な指摘事項

【自治体が事業を実施しやすい仕組みとすべき】
① 認知症ケア多職種共同研修・研究事業について、都道府県・市町村独自の取り組みを支援できるよう、メニュー方式等も検討する

必要があるのではないか。

② 地域によって、何が有効な対策かはそれぞれ違うはずであり、国がメニューをつくり、事業の内容に枠をはめること自体誤りだと考
える。自治体が自由に計画できる制度に変更した上で国の財政負担もあらためて検討したほうが良い。

③将来の交付金化、税源移譲を視野に入れて要件緩和などを時限を切つて、早急に進めるべき。

④ 都道府県等に検討を任せるだけではなく、厚労省が積極的に現場に入り、100%実施に向け、具体的な計画を明確にたてるべき。

⑤ 医療と介護の連携を密にする必要があり、両者を県単位とするのか、市区町村単位とするのか、政治的判断が必要である。

【効率的・効果的な事業の実施について検討すべき】
コールセンター運営事業について、場として、バックアップ機能として、認知症疾患医療センターとの連携を検討すべき。費用画の削

減、執行率の向上にも貢献できると考える

【若年性認知症の支援策を充実すべき】

①若年性認知症については、支援策自体の充実を急ぐべき。

②若年性の方には、仕事もサポート。

【国の責任に関するご意見】

地域でのサポートの重要性を体系的に作つてほしい。国の責任も大事。

[f訂理令鍵辱轟蕪鷹ξ麿庸置
き。ただしサポートであつて、地域の

3



厚生労働省省内仕分け対象事業にかかる平成23年度概算要求について

※ |   1部分が省内事業仕分けの対象事業

仕分けにおけるご指摘を踏まえ、
自治体の裁量を高める見直しを行う。

※ 長期的には、2025年を目

途に2′ 000人程度の配置を

目標とする。

地域支援分野

市町村事業

*市 町村の裁量により必要な事業を
コーディネーターを中心に実施
(事業の例 )

。地域資源マップの作成
………)・認知症に関する普及啓発

・多職種の交流・研修
・家族の集い    等

○ 介護と医療とのコーディネートを
行う認知症連携担当者の配置
〔認知症対策連携強化事業〕

○ 認知症コーディネーターの配置

○ 医師や介護従事者の交流促進
〔認知症ケア多職種共同研修・研究
事業〕

○ 認知症の人と家族を支える地域の人
材やサービス拠点についての情報収

集 (地域資源マップの作成)・ 普及
都道府県事業

○ コールセンターによる相談支援

執行実績に合わせて予算単価を縮小

実施場所についても地域の実情
に応じて柔軟に対応

○ 若年性認知症の方に対する支援

*実 態把握の事業を導入

○ コールセンターによる相談支援

〔認知症対策普及日相談口支援事業〕

者「道府県事業

○ 若年性認知症の方に対する支援

〔若年性認知症対策総合推進事業〕

:

:

4
※ 介護、医療、権利擁護の各分野については省略。



認知症疾患医療センター運営事業 平成24度予算額 577′ 671千円
認知症疾患医療センター

設置場所 ;身体的検査、画像診断、神経心理学的検査等の総合的評価が可能な病院に設置
設置数 :全国 (都道府県・指定都市)に約150ケ 所設置予定
人員 :専門医療を行える医師、琶護師、精神保1建福祉士、臨床lb理技術者等

医療 k“鳥 :/4ゝ 介護

[基幹型 (総合病院)](新 規)

専F]医療の提供

周辺症状や身体合併症 |こ対応する双方の医療の提供

入院治療のための空床の確保

[地域型

(単科精神科

病院等)]
認知症疾患医療センター

―
嫉 ク

詳細な鑑別診断

急性精神症状への

対応

身体合併症への対
応

介護職
ホーム

ヘルバー等

介護サービ
ス

・特養
・老健
・認知症

ク
゛
ルーフ・ホー

・居宅

地域包括
支援センター

の のrん
顔の見える連携
体制の構築

研修会の実施

専門本目談

連携担当者の配
置による地 1或

介護との連携

普及啓発

認矢□症に関する情
報発信
一般相談

住民からの相談に

連携担当
者の配置

辺症状により

専門医療が必要な
精神科外来物忘れ外来

内科医等のいわゆる「かかりつけ医」



都道府県
キ旨定者F市

医療機関名

化 海 遣 道央佐藤病院

|ヒ   海  譴 砂川市立病院

寺   森   塀 青森県立つくしが丘病院

手 疇 岩手医科大学附属病院

山 形 岬 篠田総合病院

災 城 岬 日立梅ヶ丘病院

災 城 疇 栗田病院

木 垢 獨協医科大学病院

房   く́   帰 足利富士見台病院

属  木   岬 烏山台病院

馬   垢 群馬大学医学部付属病院

馬   虜 内田病院

洋 馬 現 上 毛病 院

祥  馬  岬 老年病研究所附属病院

祥  馬  岬 サンピエール病院

馬   垢 篠塚病院

洋 馬 岬 岸病院

奇 玉 埠 秩父中央病院

奇 玉 塀 武 里 病 院

玉   岬 毛呂病院

奇 玉 塀 西熊谷病院

:申  奈  jll  婦 東海大学医学部付属病院

折   潟   垢 三島病院

折   潟   岬 柏崎厚生病院

折   潟   県 黒川病院

折   潟   嘱 高田西城病院

言   山   婦 魚津緑ケ丘病院

言   山   婦 谷野呉山病院

岬 石川県立高松病院

冨   井   県 敦賀温泉病院

認知症疾患医療センターの整備状況

都道府県

指定者F市
医療機関名

井 婦 松原病院

梨   現 山梨県立北病院

梨 県 日下部記念病院

野 鳴 飯田病院

野   岬 安曇総合病院

重 塀 松阪厚生病院

重 虜 二重県立こころの医療センター

重 岬 東員病院

賀 ξ 瀬田川病院

賀 疇 琵琶湖病院

賀 垢 豊郷病院

核    賀    垢 水 回病 院

阪   F 水問病院

阪   ″ 関西医科大学附属滝井病院

阪 li さわ病院

阪 F 山本 病 院

阪 π 大阪さやま病院

阪 イ 新阿武山病院

庫 疇 兵庫医科大学病院

庫 虜 兵庫県立淡路病院

庫 場 大塚病院

庫 塀 リハビリテーション西播磨病院

庫 嘱 公立豊岡病院組合立豊岡病院

良   疇 信貴山病院 ハートランドしぎさん

良 婦 秋津鴻池病院

歌 山 塀 国保日高総合病院

取 岬 渡辺病院

取 岬 倉吉病院

取 塀 養和病院

取 岬 南部町国民健康保険西伯病院

平成22年 9月 16日 現在
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都道府県
指定者F市

医療機関名

ム  島  垢 三原病院

ム    島    婦 メープルヒル病院

ロ 山口県立こころの医療センター

崎 出 口病 院

曼   山奇    岬 佐世保中央病院

本 熊本大学医学部附属病院

本 山鹿回生病院

本 阿蘇やまなみ病院

:  本  編 くまもと青明病院

本 益城 病院

本 平成病院

員    フト    塀 くまもと心療病院

本 天草病院

分 緑ヶ丘保養園

児 島 虜 谷山病院

児 島 垢 松下病院

児 島 塀 宮之城病院

児 島 膚 栗野病院

山  台  1 仙台市立病院

山  台  1 東北厚生年金病院

い た ま TI 埼玉精神神経センター

阪 大阪市立大学医学部附属病院

阪   1 ほくとクリニック病院

阪 大阪市立弘済院附属病院

黒 浅香山病院

阪南病院

申  戸   1 神戸大学医学部附属病院

こ 九  州  ■ 小倉蒲生病院

ヨ  岡  1 九州大学病院
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認知症地域医療支援事業の概要

○実施主体 :都道府県、指定都市

○事業内容

総櫻鰺燒眸予稜贔燿靱緻辣籐魃
・認知症にかかる地域医療体制構築の中核的な役割を担うわなな眩なメ4-‐ 予Ⅲ藤の養成

※国立長寿医療センターに委託して実施。

平成17-21年度で1,273名 のサポート医を養成

畿

・認知症サポート医が都道府県医師会等と連携して地域のかかりつけ医に対し、認知症に関す
る 知識・技術や、本人や家族支援のための地域資源との連携等について研修を行う。

※平成18-21年度で25,986人が研修を修了

‐粽 阪
・ 認知症サポート医養成研修修了者の活動を支援するため、サポート医ネットワークの形成及

び認知症に関する最新かつ実用的な知識の取得を目的とした研修を行う。

※都道府県及び指定都市が実施

(厚生労働省老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室調べ)

平成17年度 平成18年度 :平成19年度 平成20年度 平成21年度 修了者数累計

認知症サポート医養成研修 90 228!     279 274 402 1,273

いかりつけ医認知症対応力

句上研修
6,927:    7,827 7,292 3,940 25,986

※17年度からサポート医養成研修、18年度からかかりつけ医研修を実施
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新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

【第2Rの進め方】
1概要

同検討チームは、本年5月 に設置後、6月 中旬までに4回開催。具体的には、アウトリーチ体
制の具体化に関する検討を行つたところ。
引き続き、第2Rとして、認知症患者と精神科入院医療に関して議論を行う。

2論点

口認知症患者に対する入院医療の役割の明確化
・ 現在入院している認知症患者に対する対応
口今後入院医療を要さない人が入院を継続しないための取組

3スケジュール

第5回 平成22年 9月 2日 実施
第6回 平成22年 9月 13日 実施
第7回 平成22年 9月 16日 実施
第8回 平成22年 9月 30日 予定

【検討チーム HP】 httpプ/www.mhlwogo.ip/shingブothenhtml#svakal
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〈構成員〉
・ 朝田 陸  筑波大学 大学院 人間総合科学研究科 (臨床医学系)

疾患制御医学専攻 精神病態医学分野 教授
・ 阿式 明美 特別養護老人ホーム 長春苑 施設長
・ 岡崎 祐士 東京者F立松沢病院 院長
・ 河岸 光子
・ 河崎 建人  (社)日本精神科病院協会 副会長 (水間病院院長)

・ 栗林 孝得 社会福祉法人 雄勝福祉会 平成園 施設長
・ 柴田 範子 (NPO)楽 理事長
・ 長野 敏宏 (NPO)ハートinハートなんぐん市場 理事
・ 西田 淳志  (財)東京都医学研究機構 東京者5精神医学総合研究所
・ 野澤 和弘 毎日新聞社論説委員
・ 野村 忠良 東京都精神障害者家族会連合会 会長
・ 東 憲太郎  医療法人 緑の風 理事長
・ 広田 和子 精神医療サバイバー
・ 洪1野 勝弘 医療法人社団 淵野会 緑ヶ丘保養園 院長
・ 松浦美知代 医療法人財団 青山会 介護老人保健施設 なのはな苑

看護部長
・ 松本 均  横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉部 介護保険課 課長
・ 三上 裕司 (社 )日 本医師会 常任理事 (東香里病院理事長)

・ 三根 浩―郎 医療法人 幸明会 新船小屋病院 院長
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認知症ケア高度化推進事業

事例集積

海外の個別ケア事例

文献及び海外研究機関
(イギリス、オーストラリア、
スウェーデン等)からの事
例集積

現に保有している

個別ケア事例

認知症介護研究・研修セン

ターが保有する個別ケア事
例の活用

新たに集積する

個別ケア事例

認知症介護指導者(※ )等

の所属する事業所(認知
症グループホーム等)の個
別ケア事例の集積

分析評価

ワーキングチーム

認知症介護指導者(※ )によ
り構成

集積された事例の分析作業
を実施

1_
事 務 局

(認知症介護研究口研修

東京センター )

ヽ

１

］ｌ

ｌ

ｌ

′｀ 自 ― 鮨 ― ― ― ― ― ― ― 由 ― ― ―

認知症ケア事例
評価委員会

認知症の医療、介護の有識
者等により構成

分析された事例を評価

ｌ
ｌ
日
―‐
―‐
」―
＝
―

情報発信

者

象

果

導指

対

効

困難事例の個別相談口指導

(訪間指導 )

認知症介護指導者(※ )等

介護保険事業所・施設

個別困難事例を抱えるケアマネジャーや

グループホーム、施設等の要請に応じ、

指導者が訪問して、個別具体的な相談・

指導を行うことにより、認知症ケアの現場

における課題の解消を促進

認知症ケアマニュアル配布

配布対象 :介護保険事業所、施設

その他要請に応じて配布

効  果 :周辺症状等により類型化された認知症ケ

アの手法等を取りまとめたケアマニュア

ルを作成日配布し、認知症ケアの関係者

に対して、より適切なケア手法の普及を
促進

インターネット

発信対象 :事業所等、認知症を抱える家族など国民

全般

効  果 :国民全般を対象として、認知症及び認知

症ケアの基礎的な情報等を広く発信する

ことにより、認知症及び認知症ケアに関
する理解の普及を促進

ユ U

(※ )認知症介護指導者養成研修修了者。



医療から介護への切れ目のないサービスを提供

:認知症疾患医療センターの「連携担当者」と地域包括支援センターの「認知症連携担当者」が連携し、切れ目のない医 :

:療と介護のサービスを提供するとともに、地域ケアに対する専門的な支援を実施                :

(相談・援助 )

認知症
サポート医

(専門医療の利用 )

介護サービス

(相談・援助 )

関係機関とのネットワーク(相談・支援体制 )

(認知症疾患医療センターの設置市域 )

・専門医療へのつなぎ
口情報提供

知症疾患医療センター
(全国 150カ所 )

○認知症専門医療の提供
・ 鑑別診断
・ 周辺症状の急性期対応
・ 身体合併症対応
口かかりつけ医との連携

○連携担 当者 (psw等 )を配置
・ 患者口家族への介護サービス情
報の提供、相談への対応

・ 医療情報の提供等、介護サービ
スとの連携

X貫警猾
等 |‐ ||‐|||

本人・家族など

市内の他の地域包括支援センター

地域包括支援センター

: 認畑症連携担当者を配置:  pryR口 LEョ J腱コ
==■

H・ ● 目し躙巳

:認知症介護指導者研修修了者等認知症の介護や医療
:における専門的知識を有する者
:なお、顧間として認知症サポート医(嘱託)を配置
:(全 国150カ所 (市域内におおむね1カ所)

【業務内容】
認知症疾患医療センターとの相談・連絡
権利擁護の専門家等との相談・連絡
他の地域包括支援センターヘの専門的な認知
症ケア相談、定期的な巡回相談、具体的な援助
等

・介護認定相談
・介護へのつなぎ
・情報提供 (定期的(毎週))

・認知症ケア相談
・専門医療相談
・権利擁護相談
等

(相談・援助 )
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市町村認知症ケア総合推進事業

(事業のイメージ)

市町村における地域ニーズの把握と計画的なサービスの確保

○ 認知症サポーターの養成

i琴

言

澪 選

難難 職 場 稔睦 墾簑 難臨 、

日常生活における支援の充実
口地域における支援体制の強化 等

認知症地域支援推進員の配置

0適 切な医療の提供

・ サポート医・かかりつけ医の

・ 認知症疾患医療センターの整備

等

ミ険サービスの充実

設・在宅サービスの基盤整備

認知症ケアの在り方の研究

0介 護従事者への研修    等

12



認矢□症地域支援体制構築等推進事業
(平成 19年度～)

(事業内容)         :… ・
範面動装3ラあ作成】        :

1推 進 会 議 の 設 置 (都道 府 県 ): 側 )地域包括支援センター、言忍知症サポート医、 :

2地 域 支 援 体 制 構 築 事 業   : 99P勇 猛歴じ薫
□症介護指導者、キャラバンメ :
―ヾター、介護施設・事業所、民  :

1栗霙覺;|  :  誘馨冒遷鶉靭筵畠森薯腎暦組蕎言冒「追薫薯唐辱
 :

(19'モデル地域(67地域

(20'モデル地域(82地域     .

ぎ
2Ll:」

羊尋ル:ニロ
l軍

1:馬蜃il曽

): ※
了
ツ
z嘲認喜乙霧扇

事項
            :

)作成 :………1.…■ィ上7.I夕形成        :○ 地域資源マップσ

O地 域支援体制推進事業
・コーディネーター等によるケアのサポート
ロ徘徊SOSネットワークの構築 など

○ 認知症対応型サービス事例の普及
13
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「認知症を知り 地域をつくる10ヵ 年Jの構想
(2004年に「痴果」という用語を「認知症」と改めたことなどを契機として)

2005年4月スタート

2005年度 到達 目標
多くの住民が認知症について以下のことを知り、各自なりの対応・支援を考えていくた
めの素材づくり、地域づくりのモデルができている。

・認知症の特徴
・認知症になっても自分らしく暮らせること
・認知症予防に有効と思われること
コ認知症になったのではないかと思つたときの対応
・認知症になったときの対応
・認知症の人の暮らしを地域で支えることの重要性と可能性

2014年度 到達 目標
認知症を理解し、支援する人(サ

ポーター)が地域に数多く存在し、
すべての町が認知症になつても安
心して暮らせる地域になつている。

「認知症を知ιI地域をつくる 10ヵ年」



認知症サポーター100万人キャラバンの実施状況

(認知症サポーターとは)

0認 知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人や家族に対してできる範
囲での手助けをする人

ミミ ヾ 慾 ヾ

0実施主体

○目  的
成

○内  容
A、

0メ イ ト数

ミは魃文ヾはヽ+ヽほ貪鋏区ミ
0実施主体 :都道府県、市町村、職域団体等
0対 象 者 :

く住民〉自治会、老人クラフ・、民生委員、家族会、防災・防犯組織等
く職域〉企業、銀行等金融機関、消防、警察、スーパーマーケット

コンビニエンスス トア、宅配業、公共交通機関等
く学校〉小中高等学校、教職員、P tt A等

0サポーター数 :1,662, 190人
(平成22年 3月 31日現在)

※ メイ ト機サポーター合計
1,709,924人 (平成22年 3月 31暉現在)

都道府県、市町村、全国的な職域団体等

地域、職域における「認知症サポーター養成講座」の講締役である「キャラバンメイ ト」を養

認知症の基礎知識等のほか、サポーター養成講座の展開方法、対象別の企画手法、カリキュラ

協力機関の探し方等をグループワークで学ぶ。
47, 734人 (平成22年 3月 31日現在)

―     

―

 =



若年性認矢□症施策

【認知症連携担当者の主な業務】

・ 定期的 (毎週)に認知症疾患医療センターを訪問し、

情報収集

・ 新規認知症者 (若年性含む)の把握、フォロー

・ 症状に合わせた障害者雇用サービス、障害者福祉
サービス、介護サービスヘのつなぎ

・ 介護サービス事業者への情報提供 等

【介護サービス関係】

・'著
革僅藷苅麺占II撲軍う

・
「ウ

=夢

hL

(障害者就労支援ネットワークの発展型):

地域包括支援センター

(認知症連携担当者 )

行政機関
(高齢者福祉、障害者福祉 等 )

医療機関

地域障害者職業センター

(障害者職業カウンセラー、ジョブコーチ)

障害者就業・生活支援センター

(就業支援担当者、生活支援担当者)

介護保険サービス事業所
(ケアマネジャー 等 )

【障害者福祉サービス関係
(就労支援を含む)】

冬
相談支援事業者
(市町村が設置)

障害者自立支援法に基づく
障害福祉サービス事業所

・就労継続支援B型

・生活介護
・地域活動支援センター 等

介護保険以外のデイサービス 等

(モデル事業 )

(NPO法人等が、特性に合わせた

軽作業等を提供 )

介護保険サービス事業所
・若年性認知症通所介護
・認知症対応型ディサービス
・グループホーム 等

介護保険以外のデイサービス実施事業所

障害者自立支援法に基づく相談支援事業者

障害福祉サービス事業所
(サービス管理責任者 等 )

Ч量畿慾午盪 :

辣  援[
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認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェク ト

第5回 (H22.9。 17)  1  岩坪委員提出資料

岩坪委員提出資料
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認知症の医療 と生活の質を高める緊急プロジェク ト

第5回 (H22.9.17)  1  遠藤委員提出資料

遠藤委員提出資料



認知症の医療とケアにおける

国立長寿医療研究センタニの使命

・ ○ 国立長寿医療研究センター(NCGG)では、平成22年4月 の独立行
政法人への移行を機に、我が国の認知症対策に資する開発研究を先導
すべく「認知症先進医療開発センター」を開設し、さらに、認知症の臨床
研究を総否雨嘔 の忘れセンタi」[を本年9月 に開設した。今

釜を実司鷲飴脚」お
)。図る予定である。

、人材・蘭麗受面から態勢強化をさらに

● ○ センターでは らに進め、NCGGにおいて
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国立長寿医療センターの新しい機能

申期的な取組課題 成果を直ち
=こ
活用空%課題
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1 研究所        発生機序の解明      ケア困難性の要因の検討    |
l                                                                        ]

Ψ              Ψ

もの忘れセンター  臨床研究(治験、医薬品等の開発)BPSD病棟 家族教室

(病 院 ) 予防法の開発・普及 在宅医療支援病棟 (早期発見、対応方法)

[全国の認知症疾患センターのモデル]

ネメラ漑の所 雄 劣″
○高齢者医療の充実  ○全国の研究機関との情報交換  〇ケアの費用対効果      3
0看護師養成の強化  ○企業等との連携  ○認知症サポート医研修ノフォローアップ研修



利 デ防開発部

切 脳機能画像診断開発部

の 治療薬探索研究部

切 夕宅医療 ′自立支援開発部

り 先進医療データ盲理室
一Ｄ

医療機関・研究機関
厚生労働省 運動介入にメ7Jb晰笙堤曇掛鷺樺攀奨あ開発



○認知機能の治療に加え、各科医師が共同で行う必要な治療の他、生活指導や栄養相談を実施

○薬物療法に加え、運動療法や音楽療法、回想法など非薬物療法を充実

○家族の心のケアなどを目的として家族教室 (もの忘れ教室)を開催

外待ちあい

||||||||||||||||||||||||||| 中待ちあい



認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト

第5回 (H22.9。 17)  1  永田委員提出資料

永田委員提出資料



緊急プロジェクト再開にのぞんで

～認知症の医療と生活の質に関する施策効果向上に向けて～

2010年 9月 17日

認知症介護研究・研修東京センター

永田 久美子

①H20プロジェクト報告の「当面の対策」に関する国施策の展開により、都道府県・市町村における認知症地域支援関連の取組みが活性化しつつある(資料 1)。

一方、活性化にともない、個別事業が並列的・バラバラに展開される状況が拡大している実態がある。
②その結果、自治体の実務レベル、施策レベルでさまざまな課題が顕在化し、自治体間格差が拡大している(資料2)。

③国として、これらの課題解決と市町村の認知症支援地域力の向上を積極的に図つていく必要がある。そのためには、市町村による地域実状把握と事業マネジ
メントに基づく、関連事業の一体展開を推進する「しかけ」づくりが重要である(資料3)。

今後、認知症の医療と生活の質を高め、認知症総合対策を市町村の実情に即して円滑に進めていくために、本プロジェクトとして、施策効果向上に関する
「しかけ」について提起していくことが必要と考えられる。

国施策 (プロジェクト分 )

○医療対策
○適切なケアの普及、本人・家族支援
○若年性認知症

<②現状の課題>

荷

混

衰

化

継

崚

詢

婉

哨

勧

員

係

義

施

自

職

関

意

実

の

政

場

業

業

業

行

現

事

事

事

○

○

○

○

○

ｒ

ｌ

Ｊ

「

―

に

実
務
レ
ベ
ル

二
成

当

総

人

餃
騒
邸

施
策
レ
ベ
ル

<①現状>

市町村における認知症支援関連の

個別事業実施の活性化
(並百UOバラノヽラ)
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都道府県施策
(管内普及推進 )

国施策(H20プロジェクト分 )

○医療対策
○適切なケアの普及、本人・家族支援
○若年性認知症

<③課題解決と市町村の認知症支援地域力の向上> 当事者に
統合的な支援こして
効率的に行き届く
ために。

○早期診断・対応関連 o権 利擁護関連    |

認知症支援関連事業の
効率的、持続的
進展のために。

都道府県施策
(管 内普及推進 )

L… ____― ―……――――――‐――――――――……………― J



出典 :「 自治体における認知症地域支援体制構築の効果的推進に関する研究」報告書 (平成21年 3月 ,認知症介護研究・研修東京センター)

①地域基盤づくりに関して
(N=59)

事業実施前 事業実施後

Ｉ
地

域

基

盤

づ

く

り

¬ ビジョンづくり

(1)ビ ジョンの検討 23.7% 89.8%

(2)行 政内部や事業関係者へのビジョンの浸透 10.2% 76.3%

2認知症地域支援体制づくりにむけた

総合的な企画

(3)事 業全体を一体的に進めるための総合的な企画立案 11.9% 78,0%

(4)行 政内部、事業関係者への事業の企画の浸透 6.80/0 83.1%

3推 進組織づくり

(5)コ アチームの結成 (事業を推進していく上で、中心になつて企画したり、運営す
るチーム)

10.2% 84.7%

(6)関 係部署や関係組織への働きかけ・調整 10.2% 78.0%

4コーディネーターの配置と活用

(7)地域支援体制づくりをコーディネートしたり推進する人材の選定・配置 11.9% 91.50/0

(3)コ ーディネーターの活躍の推進・活躍するための条件整備 6.8% 57.6%

5実態把握

(9)モデル地域の認知症高齢者に関する実態把握 20.3% 78.0%

(10)認知症地域支援に関する資源・活動等の把握 16.9% 71.2%

6ネットワークの基礎づくり

(11)地域の多様な関係者が認知症地域支援の必要性について一緒に学ぶ機会
づくり

18.6% 81.4%

(12)多様な関係者が参画して地域支援を推進する組織づくり/活動支援 13.6% 62.7%

7:拠点づくり

(13)地域、近隣で認知症ケア、地域支援を推進していく拠点となる場づくりとその

支援                  ` 22.0% 47.5%

(14)地域拠点での活動推進とその支援 16.9% 37.3%



②個別事業に関して

事業実施前 事業実施後

Ⅱ
地

域

支

援

体

制

構

築

に
む

け

た

各

事

業

1.地域資源マップ

(15)認知症支援に関係する地域資源のリスト化 8.5% 84.7%

(16)資源マップの作成 5.1% 88.1%

(17)資源マップを活かしたネットワーク作りの推進 1.7% 55.9%

2認知症ケア等のサポート

(18)コ ーディネーターを活かした地域での相談・支援・検討会等の実施 13.6% 67.8%

(19)地域資源を活かした地域での相談・支援・検討会等の実施 22.0% 62.7%

3徘徊SOSネットヮークの構築

(20)徘徊・行方不明の現状・課題の把握 13.6% 62.7%

(21)地域資源を活かした徘徊SttSネットワークの整備 16.9% 66.1%

(22)模擬訓練の実施 3.4% 30.5%

4見 守リネットワークの構築

(23)地域資源を活かした見守リネットワークの整備 25.4% 74.6%

(24)地域の多様なネットワーク(町づくり、子供、防犯、災害等)との連動 11.9% 47.5%

5.もの忘れ相談の実施

(25)地域資源を活かした早期の相談体制づくり 23.7% 66.1%

(26)相談者を地域で継続的に支援するための仕組みづくり 18.6% 45.8%

6認知症の本人や家族のネットワーク

支援
(27)認知症の本人や家族のネットワーク支援 23.7% 69.5%

7センター方式を活かした事例検討会 (28)セ ンタT方式を活かした事例検討会 13.6% 50.8%

(29)本事業に関する情報発信 0.0% 64.4%



出典 :「認知症地域支援体制づくり推進に関する都道府県現況調査結果」速報版【N=36】 (平成22年 8月 ,認知症介護研究・研修東京センター)

●管内市町村の認知症地域支援体制づくりの取り組みの現状 ●都道府県における管内市町村の認知症地域支援体制づくりの
成果の把握 `集約について(複数回答)

市区町村が取り組んだ成果を把握している 27.8%

把握した成果を、他の市区町村が活かしていけるよう
集約している

36.1%

成果の把握・集約は特に行つていない 38.9%

●都道府県における管内市区町村の認知症地域支援体制づくりの

課題の把握・分析について(複数回答)

市区町村の取り組みにおける課題を把握している 27.8%

把握した課題を都道府県として、今後の市区町村支援
に活かすための分析・検討を行つている

13.9%

課題の把握・分析は特に行つていない 61.1%

●都道府県による各市区町村の認知症コーディネーター等の

養成や力量向上を図るための支援

全市区町村が取り組んでいる 222%

半数以上の市区町村が取り組んでいる 167%

4分の1以上の市区町村が取り組んでいる 5.6%

4分の1未満の市区町村が取り組んでいる 19.4%

把握していない 36.1%

計 1000%

平成 2¬ 年度に実施 11.1%

平成22年度実施 (予 定) 16.7%

平成22年度実施を検討中 5.6%

なし 66.7%

計 100.0%
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